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午前１０時 ０分 開議 

○綿引委員長 おはようございます。 

 定足数に達しておりますので，ただいまから建設企業委員会を開会いたします。 

 それでは，これより議事に入ります。 

 初めに，報告事項の説明を行います。 

 本日は，報告事項(1)のとおり，第１回定例会に提出を予定されております案件について説明をいただき

ます。 

 なお，本件につきましては，本日は説明を行うにとどめ，質疑は付託後に行いたいと思いますので，御了

承願います。 

 それでは，水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関することについて，執行部から説明を

お願いします。 

 井原建築指導課長。 

○井原建築指導課長 おはようございます。 

 建築指導課が作成いたしました建設企業委員会資料を用いて，御説明いたします。 

 水戸市市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関することについてでございます。 

 １の改正理由ですが，市街化調整区域における企業誘致のさらなる推進を図ることを目的に，工場施設等

の立地を可能とする区域を指定するなど，関係規定の整備を行うものでございます。 

 ２の主な改正内容についてでございます。 

 (1)都市計画法第３４条第１２号の条例で定める開発行為に，市長が指定する土地の区域内において，工

場施設，流通業務施設，研究開発施設の建築を目的として行う開発行為のうち規則で定める要件に該当する

ものを新たに追加いたしまして，市街化調整区域での許可の対象といたします。 

 (2)でございますが，区域を市長が指定する場合の手続等につきまして，条例第３条第２項から第４項ま

での規定を準用する旨を定めるものでございます。 

 ３の施行期日は，令和５年４月１日としております。 

 次に，資料３ページ，新旧対照表を御覧ください。 

 条例の第６条第２項を新設いたしました。この第２項でございますが，開発許可を認める上での区域の要

件と開発行為の要件をそれぞれ規定しております。 

 まず，区域の要件につきましては，第６条第２項第１号から第３号まで，条文上は(1)から(3)まで記載し

ております。これらの要件を全て満たす土地の区域のうち，市長が指定する土地の区域と定めます。 

 第１号，(1)のほうは，高速道路のインターチェンジから３キロメートル以内であること。第２号は，土

地の区域面積が５万平方メートル以上で，一団の土地としての利用が見込めること。第３号は，幅員９メー

トル以上の道路に接していることと規定いたします。 

 また，第２項の本文の中で括弧書きで，区域の指定の対象から除くものに，政令の第２９条の９を準用し

ております。具体的には，急傾斜地崩壊危険区域，土砂災害警戒区域，浸水する深さが３メートル以上の洪

水浸水想定区域などの災害のおそれのある区域，あるいは，保安林，農振農用地，風致地区，今，申し上げ
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た区域，地区等については，指定する区域から除外することとしております。 

 開発行為の要件につきましては，２項本文のほうなんですけれども，工場施設，流通業務施設，または研

究開発施設の建築を目的とした開発行為で，規則で定める要件に該当するものと規定いたします。 

 今，申し上げました規則といいますのは，１ページの資料で米印でちょっと表記しておりますが，水戸市

市街化調整区域に係る開発行為等の許可基準に関する条例施行規則を指しております。 

 また３ページのほうに戻ります。 

 先ほど申し上げた規則で定める要件といたしましては，工場施設であれば製造業，流通業務施設につきま

しては，運輸業ですとか倉庫業などの具体的に定める業種に該当すること。もう一つが，騒音，振動，ばい

煙，粉じん，悪臭等に対する環境保全対策を講じていることなどを先ほど申し上げた規則に規定することを

予定しております。 

 次に，条例第６条第３項でございます。こちらも新設するものでございます。 

 市長が区域を指定する場合の手続につきましては，既に規定されている第３条の規定を準用することとし

ております。具体的には，区域を指定したときには，市長はその旨を告示いたしまして，指定した区域を示

した図書を閲覧できるようにすること。告示後にはその効力が生じること。区域を変更した場合も同様にす

ることを規定しております。 

 続きまして，４ページをお願いいたします。 

 第７条でございます。 

 開発行為の許可について申し上げましたが，場所によっては開発行為の許可ではなくて，建築許可を必要

とする場合がございまして，そういった建築許可をする場合においても，第６条第２項に該当するものを許

可の対象とするということで新たに追加するものでございます。 

 続きまして，資料の５ページには参照条文を記載しております。 

 １の都市計画法第３４条は，市街化調整区域での開発行為は，第３４条第１号から第１４号のいずれかに

該当する場合でなければ許可してはならないと規定されております。この案件は，そのうちの第１２号に該

当する開発行為として条例に定めようとするものでございます。 

 ２の都市計画法施行令でございます。 

 こちらは，第８条，第２９条の９等を記載しております。条例で指定する区域に含めることが望ましくな

い区域等が規定されております。この施行令にのっとって，先ほど申し上げた急傾斜地崩壊危険区域などの

区域を条例で指定する区域の対象から除外しております。 

 資料の６ページをお願いいたします。 

 ３は，条例の第３条を記載しております。 

 第３条第２項から第４項には，都市計画法第３４条第１１号に基づいて市長が区域を指定した場合，現在

運用している，いわゆるエリア指定と呼ばれているものでございますが，この指定した場合の既に定められ

ている条文を今回の区域指定にも準用するということを規定しております。 

 最後に，参考資料といたしまして，位置図を一番最後のページに添付しております。 

 こちらは，改正した条例の施行後に指定を計画している水戸市下野町の位置を示しております。茨城町西
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インターチェンジから３キロメートル以内に位置しており，面積は約１６万平方メートル，道路は県道玉里

水戸線に接しております。 

 資料の説明は以上となります。 

 本案件は，令和５年第１回定例会に議案として提出する予定になっておりますので，どうぞよろしくお願

いいたします。 

○綿引委員長 以上で，第１回定例会提出予定案件の説明は終わりました。 

 それでは，この際，資料の請求等がございましたら御発言をお願いいたします。 

 松本委員。 

○松本委員 要するに，水戸市には工場用地がないから，こういうふうな形で工場を誘致するというのも大

きな目的なんだろうと思いますね。それが，この図面を見ると下野町がこれに該当すると。要するに，

９メートルの幅員があって，インターチェンジが３キロメートル以内ということになってくると。そういう

場所というのはほかにあるんですか。これは図面資料なんだけれども，そういうところがあるんならば，そ

れは農地でも何でもいいというふうに解釈していいのかどうか，図面上で出していただけますか。 

 要するに，下野町だけのことを言っているの。今後もそういうところがあれば，許可はしていくというよ

うなことも含まれていることだろうと私は思っていますよ。そういう農地，農用地なども含まれてもいいの

かどうか。というのはこの文面ではちょっと私は分からないんだけれども。それは，こういう場所とこうい

う場所の３キロメートル以内，水戸市のインターチェンジの。小川委員さんのほうにもありますよね，イン

ターチェンジ。あるいは東とか，南とか，西のほうにもあるのかな。そういうところも全部含まれているの

これは。条例改正でしょ。それでいいんですね。 

 だから，その資料，そのインターチェンジの周辺の３キロメートル以内を丸でも囲んでさ，出してもらえ

ればいいなと思うんです。そういうのは出せますか。 

○綿引委員長 今回の条例改正案の規定に該当するエリア，厳密に線は多分引けないと思うので，その丸囲

みとかでも結構ですよね。そういった形の図面を出すのは可能ですか。 

 井原課長。 

○井原建築指導課長 先ほどの松本委員の御質問にお答えいたします。 

 資料につきましては，対象とするインターチェンジからおおむね３キロメートルの範囲を示した地図をお

示しすることはできます。 

○綿引委員長 それでは，ただいま松本委員からありました資料につきまして，委員会として執行部に対し

て提出を求めてまいりたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 よろしいですか。 

 中庭委員。 

○中庭委員 資料なんですけれども，今回，工業団地みたいなものを造るということなんですけれども，イ

ンターチェンジから３キロメートルとか，それから土地の面積が５万平方メートルだとか，幅員が９メート

ルだとかということなんですけれど。５万平方メートルだとか，９メートルとか，３キロメートルというの

は，どういう根拠でそういう数字をつくったのか，その資料をできれば出していただきたいと思います。 
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 要するに，その５万平方メートルとか…… 

〔「工場を誘致する」と呼ぶ者あり〕 

○中庭委員 ただ誘致をする根拠とか，あるいは資料みたいなものがあれば，出していただきたい。どうい

う根拠でこのような数字を出したのか。水戸市の場合，特別にこういうことで決めたのか。他のところでは，

例えば県内に同じようなところがあるならば，そういう所はどうなのかということを含めて出していただき

たいと思うんですけれども，いかがでしょう。 

○綿引委員長 ただいま中庭委員からありました件について，ほかの委員の皆様はいかがですか。 

 ちょっと質疑に関わってきますので，こちらのほうは口頭で御説明ができるような形で準備を整えていた

だければと思います。よろしくお願いします。 

 それで，ほか，よろしいですか。 

 小川委員。 

○小川委員 当然，今回のこれが見直しされて，今日まではインターチェンジから１キロメートル以内，そ

してなおかつ，本市においてはいわゆる中心市街地とあれば，集客なんですけれども，いわゆる周辺を見る

と，物流関係であったり，いわゆる，ひたちなか，大洗，そういう部分も控えておりますし，それでなおか

つ，そういう面で大型の車両が稼働しているのが今の現状でもあろうと思うし。ただし，それが全然活用も

されていないし，周辺が大分，一体水戸市はどうなっているんだというような声も聞かれております。そう

いう面で，今回の見直しはいいかなと思う。ただし，今，松本委員からもお話が出て，農地の場合はどうな

るんだというような，また，農地は農地で集約する中で消化していかなければならん部分も大いにありきだ

ろうと思うし。それと，９メートルというとなかなかこれ道路，今の現在の本市の周辺等を見ても大変な部

分であるし，これについて例えば，新たにそこに進入口として，９メートル道路を設けることを予定してい

る部分では，あくまでもそれは既存の道路がなければ駄目なのか。ちょっとそれもお聞きしたいんですが，

よろしくお願いいたします。 

○綿引委員長 質疑に関わってきますので。今，資料請求の件です。 

○小川委員 大変失礼をいたしました。 

 それは，追って，後ほどの中で消化してまいります。恐れ入ります。 

○綿引委員長 ほかはございますでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○綿引委員長 それでは，先ほどの小川委員の答弁のほうもぜひ御準備をいただければと。 

 それでは，先ほど松本委員からありました件について，資料請求を執行部のほうにお願いいたします。 

 次に，この際，中庭委員より発言の申出がありましたので，発言をお願いします。 

 中庭委員。 

○中庭委員 中庭です。質問させていただきます。 

 私は，市営住宅に関することについて質問したいと思います。 

 水戸市では，今，市営住宅の空き室が増えているという実態であります。全体に何戸ぐらい空き室がある

のか，お答えいただきたいと。 



－7－ 

 特に，今，古い市営住宅の場合，２割も３割も空いているという状況もあります。ただし，新しい住宅に

ついては，これは１年以上待たなければ入居ができないという状況にありますけれども，水戸市では，市営

住宅の空き室というのはどのぐらいあるのか，お答えいただきたい。 

○綿引委員長 砂川住宅政策課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 

 現在，私どもが管理している市営住宅で，募集をしながら入居者が入っていない住宅というのが全体で

５０８戸ほどございます。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 そうすると，募集をしていない空き家，要するに政策空き家ですね。将来，例えば用途廃止を

行うとか，あるいは建て替えをするとか。そういうところでない政策空き家が５０８戸。入居待ちの空き家

が５０８戸。それ以外にいわゆる政策空き家はありますよね。将来，廃止しようというような感じでやって

いる。これは何戸ぐらいあるんですか。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えいたします。 

 現在，政策空き家のほうが６４３戸ほどございます。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 そうしますと，合わせると１,１５１戸が空き家になっているということですか。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 そのようになります。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 水戸市の市営住宅は何戸あるんですか。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

 全体で３,５８２戸になります。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 ３,５８２戸のうち，１,１００戸が空き家になっているというのは，やっぱり，３割に近いで

すね。３割以上が空き家になっているということなんですけれども，これに対して，一方で，高齢者が増え

ています。市営住宅に単身で入居したいと希望しても，単身で入居できない。できる住宅というのは非常に

限られているんですけれども，単身で入居できる住宅というのはどのくらいあるんですか。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 
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 現在，先ほど説明しました５０８戸の空き住戸のうち，単身で入居可能となってございますのが１１１戸

ございます。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 市内では，私がいろいろ見てみますと，河和田住宅と平須住宅しか単身の住宅がないというこ

となんですけれども，ほかの住宅にはなぜないのかお答えいただきたい。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えいたします。 

 水戸市の市営住宅におきましては，単身で入居可能な住宅について，住居としての床面積が５０平米以下

の住宅ということで制限をかけておる関係で，現在のところ，委員の御指摘のとおり入居可能な１１１戸に

つきましても全て河和田住宅という形になってございます。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 昔建てられた市営住宅は狭い住宅が多いので，単身で入ることができるけれども，どうしても

それ以外の住宅では独り暮らしの高齢者は入居できないということになってしまっているんですけれども，

現状はどうなんですか。現状は。そういう状況になっているんですか。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの御質問にお答えします。 

 現在のところ，５０平米以下の住宅というものがほかの住宅にはございませんので，入居ができる住宅が

河和田住宅だけという形になってございます。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 河和田住宅以外には，単身で入居できるところはないということなんですね。それで，私の提

案なんですけれども，市営住宅で単身者が入れるように改善したらどうかということなんです。そうすれば，

ほかの，例えば堀原住宅とかいろいろありますよ。そういう住宅で，単身者の方が入れるようになるという

ことで，空き家対策に寄与することになると思うんです。それで，特に今，日本の現状を見ますと，高齢者

が急激に増えていて緊急の対策が必要だということで，単身者が入れるように改善をしてみたらどうかと思

うんですけれども，どういう考え方があるのかお答えいただきたい。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 

 入居の条件の緩和につきましては，１２月議会の答弁のときに，土田議員からの御質問の答弁なんですけ

れども，そのときに，今後検討してまいりますということでお話しさせていただいておりまして，令和５年

度中に入居条件の緩和などを実施できればということで現在進めているところでございます。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私が調べましたら，県営住宅は空き家対策を行っているということで，４年前の２０１９年
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１月の県営住宅の募集から単身で入れる県営住宅の面積を５０平米以上でも入居できるようにしたと。これ

は，県営住宅条例第６条の第５項のただし書によって，知事が認めた場合にも入居できるように改善したと

いうことで，県営住宅でも，例えば会神原団地，高天原団地とかでも入居できるようになったんです。です

から，そういう点では，高齢者が県営住宅に入居しやすくなったということで，非常に喜ばれているという

ことなんですけれども。だから，水戸市営住宅でも同じように第６条第５項のただし書を適用して，市長が

認めた場合には単身者でも５０平米以上の面積の市営住宅に入居できるようにしたらどうかということなん

ですけれども，いかがでしょうか。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 

 先ほど，入居の緩和でお話ししたとおり，１２月議会の答弁のときに，今後検討してまいりますというこ

とでお話させてもらっていますので，作業のほうを進めたいと思います。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 私は，やっぱり今年の４月からでもぜひ実施したらどうかと。そうすれば，ほかの河和田住宅

以外でも，堀原住宅とかその他の住宅でも高齢者の方が単身で入居できるということになるので，いつまで

にこれはやる，改善できる状況にあるんですか。実施する計画をお答えいただきたい。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 

 ただいま，中庭委員のほうから県営住宅のほうでそういった作業が既に進んでいるという情報もいただき

ましたので，県の状況などをちょっと調べさせていただきながら令和５年度中に改善できればと考えてござ

います。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 

○中庭委員 それから，市営住宅の空き家についてなんですけれども，公営住宅法第４５条の第１項で，空

き家の利活用ができるということになっています。他県なんかを見ますと，社会福祉法人に市営住宅の空き

家を高齢者や障害者の生活，グループホームとして活用しているという現状がありますけれども，水戸市で

もこういう計画がないのかお答えいただきたい。 

○綿引委員長 砂川課長。 

○砂川住宅政策課長 ただいまの中庭委員の御質問にお答えします。 

 そういったことで，社会福祉法人のほうで活用できる制度になっているということは，私たちも存じ上げ

ています。ただ，他市町村の事例を見ますと，１戸丸々空いているような住宅を活用しているという事例が

多うございまして，市営住宅の場合には，まだ住んでいるような状況ですので，今住んでいる方に住み替え

をさせて活用ということは考えていませんので，今のところ予定はございません。 

 以上です。 

○綿引委員長 中庭委員。 
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○中庭委員 ぜひ，公営住宅法第４５条でできるので，ぜひ空き家の利活用を検討していただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

○綿引委員長 そのほかございますでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○綿引委員長 ないようですので，以上をもちまして，本日の建設企業委員会を散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１０時３１分 散会 


